まちづくりに関心のある若者とのタウンミーティングでいただいた意見と市の対応
『テーマ：若者の視点で松山市を考える』　令和８年４月１７日（金）1８：３0～


	☆
	意　見　の　内　容
	対応可能性と
対応時期
	対応策または
不可能な理由等
	担当課

	1
	食品ロスの削減とお金のない学生の支援につながる取組ができないか、一緒に考えたい。
	■可　能
□対応済
■今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
□その他
	松山市では、家庭で余った食品の寄附を集め、必要な人に
届ける「フードドライブ活動」に取組む団体を支援しています。
また、地域の課題を解決する活動に、最大２０万円支援する
「まちづくり提案制度」もあります。余った食材で、うどんの
トッピングを作り、食品ロスを減らした事例がありました。
タウンミーティング終了後、意見をいただいた方から
「大学でフードドライブ活動をしたい」との話を聞きました。
寄附の集め方や物品の貸出など、効果的な手法を協議し、
今年秋の学内イベントで実現できるようサポートします。
	環境部
環境・ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝｼﾃｨ推進課
まつやまRe・再来館担当
089-968-7153

坂の上の雲まちづくり部
まちづくり推進課
市民活動推進担当
089-948-6330

	2
	大街道や銀天街はシャッターが閉じている店舗もあり少し寂しく感じる。若者向けのイベントなどを開催して、楽しく過ごせる場所にしてほしい。
	■可　能
□対応済
■今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他
	松山市では商店街の空き店舗で、家賃や改修費などの
２分の１（最大２２０万円）を支援し、昨年度（令和７年度）は、
中央商店街（大街道・銀天街・まつちかタウン）で１０店舗が
オープンしました。
また、若者が訪れるきっかけになる、イルミネーションなど
商店街主催のイベントも支援しています。
今年度（令和８年度）は、銀天街などの空き店舗を短期間
お試しで安く利用できる「チャレンジショップ」を始めます。
今年（令和８年）９月末に完成する市駅前広場では、
芝生やベンチがある憩いの場を整備し、皆さんが楽しく
過ごせるイベントを開催するなど、にぎわいを創出します。
	産業経済部
企業立地・産業創出課
商業振興担当
089-948-6710

都市整備部
交通拠点整備課
市駅前広場整備担当
089-948-6021

	3
	小学生の発達支援について、グレーゾーンの児童に対しての支援をもっと充実させてほしい。大人になったときに職探しに困るなど、成長していく子が生きづらくならない支援をしてほしい。
	■可　能
■対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
□その他
	松山市では、サポートが必要な児童生徒のため、市立の
小学校や中学校に学校生活支援員や学級支援員を配置しています。これらの支援員は、授業で先生の説明を補足したり、
友達とのコミュニケーションをサポートしたりしています。
さらに、子どもの特性に合わせた支援や放課後等
デイサービスについて、保護者が気軽に相談できる窓口を
設置し、体制を充実させました。
今後も、家庭と学校、行政が一緒になり、子どもたちが
将来安心して生活できる支援に力を入れていきます。
【発達支援の相談窓口】
・児童発達支援センター（４ヵ所）
ひまわり園、くるみ園、あゆみ学園、天使園
・こどもの相談室ふらっと
	教育委員会
学校教育課
特別支援教育担当
089-９４８-６１６９

こども家庭部
すくすく支援課
こどもの申請窓口担当
089-911-1811

	4
	高校生になってから公欠にならないため行事に参加できず、地域と関わりが少なくなった。もっと行事などに参加できるようになればいい。
「城山門前まつり」は、高校生でも出店できるので、そのような行事を増やしてほしい。
	□可　能
□対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他
	地域の皆さんが自ら考えて活動し、松山市が支援する
「まちづくり協議会」は高校生にも参加を呼びかけています。
土曜日や日曜日のイベントでは、スタッフなど、
たくさんの生徒さんが参加してくれています。
松山市は、地域の活性化に若い皆さんの力が必要だと
考えています。まちづくり協議会のイベントに参加を
ご希望の方は、まちづくり推進課がおつなぎします。
遠慮なくご相談ください。
公欠を県教育委員会に確認し、下記の回答がありました。
【愛媛県教育委員会　高校教育課】
県立高校は、地域行事の参加を公欠扱いとしていません。
各学校の休日は校長が決めることもできますが、さまざまな
地域から通学する生徒がいるため、難しいと考えられます。
	坂の上の雲まちづくり部
まちづくり推進課
地域におけるまちづくり担当
089-948-6963

教育委員会
教育総務課
調整・評価担当
089-948-6588


	5
	ＪＲ松山駅にショッピングモールをつくってほしい。
	□可　能
□対応済
□今年度中
□次年度以降
■検討中
□不可能
□その他
	松山市は、ＪＲ松山駅周辺に多くの人が集まり、
魅力あふれる場所になるよう整備を進めています。
昨年度（令和７年度）は、民間のアイデア・意見を把握し、
より実現性の高い検討を進める「サウンディング型市場調査」
を行い、全国でも有数の企業など２３者が関心を示しました。
その結果などをもとに、今年（令和８年）３月に
「松山駅周辺まちづくりプラン」を発表し、
駅周辺に商業施設やホテル、こどもが楽しめる
アミューズメント等が入る「にぎわい施設」をつくる計画です。
また、整備期間中も、にぎわいを創出するため、
今年（令和８年）８月から、月１回程度のイベント開催を
予定しています。
今後も、行政と民間でしっかり連携し、市民の皆さんや
観光客の方が楽しめるエリアの実現を目指します。
	都市整備部
交通拠点整備課
松山駅周辺まちづくり担当
089-９４８-６４６７


	6
	三番町通りは一方通行でよく逆走しているのを見かける。一方通行ではなく、普通の道路のようにできないか。
	■可　能
□対応済
■今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他
	一方通行の規制は、交通量の多い市内中心部などの
道路で、対面通行による渋滞や事故などの防止を目的に、
地域の皆さんや道路を管理する団体と話し合って、
警察が決めています。
ご意見の道路では、現在、対面通行に変更する計画は
ありません。逆走は、通りにある病院や駐車場を探しながらの運転で標識を見落とすことが、原因と考えられるため、
その対策を警察と協議しました。
その結果、松山市では、運転手が一方通行をより認識
できるよう、今年（令和８年）４月に進行方向を示す矢印の
路面標示を新たに１カ所整備し、５月末までに、
さらに７カ所を整備します。
	都市整備部
都市・交通計画課
交通安全担当
089-９４８-６８６３

道路河川管理課
道路・計画担当
089-948-6478

	7
	今年の４月から青切符制度が始まったが、交通ルールをしっかり把握できていない。小・中学校や高校で、交通ルールを教えてもらえる機会があればいいと思う。
	■可　能
■対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
□その他
	松山市は、小学生や中学生、高校生が交通ルールを
分かりやすく学べる自転車教室を、希望するすべての学校で
開催しています。
青切符制度は１６歳以上が対象になります。そのため、特に
高校生には、制度の趣旨や違反行為などを詳しく説明します。
市のホームページや広報紙、ＳＮＳでも情報を発信したり、
各支所にチラシを置いたりするなど、広く周知しています。
今後も、さまざまなツールや場所で、市民の皆さんに
正しい自転車の乗り方を啓発していきます。

	都市整備部
都市・交通計画課
交通安全担当
089-９４８-６８６３

	8
	ボール遊び禁止の公園が多いので、市はどのように考えているのか。もっと増えればいいと思う。
	■可　能
■対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
□その他
	公園でのボール遊びは、他の公園利用者の安全確保や
ボールの飛び出しによる周辺家屋への迷惑を防ぐため、原則禁止しています。
松山市では、多くの方から「子どもにボール遊びをさせて
あげたい」との声を受け、平成１８年度から、公園管理者などの理解が得られ、地域でルールができれば、防球ネットや
掲示板を設置し、現在２０カ所の公園でボール遊びできます。
今後も、地域の皆さんとしっかりと協議し、さまざまな世代
が安全・安心に利用できる公園づくりを進めていきます。

	開発建築部
公園管理課
維持管理担当
089-948-6497




	9
	市長の考える、５年後、１０年後、その先の大街道・銀天街の理想の姿を教えてほしい。
	□可　能
□対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他
	松山市では中心市街地が、住みやすく、歩いて暮らせる
環境になるよう、平成２０年１１月に計画（第１期）を
スタートさせ、今年度（令和８年度）から、
「第４期松山市中心市街地活性化基本計画」を進めています。
将来の大街道や銀天街周辺は、買い物や遊べる場所、
市民が集える広場などを増やしていきます。
また、インバウンドなど観光で稼げる仕組みの充実や、
公共交通機関への良好なアクセスで、快適に回遊できる
エリアを目指します。
なお、今年（令和８年）９月末には、市駅前に広場が完成し、
マルシェの開催など、新たなにぎわい拠点が誕生します。
	開発建築部
市街地整備課
中活・市街地整備・景観担当
089-948-6466

都市整備部
交通拠点整備課
市駅前広場整備担当
089-948-6021

	
10
	中心市街地で錆びている建物を見かけるので、補修して景観をきれいにしてほしい。
	■可　能
■対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
□その他
	私有財産である個人の建物を直接改修することは、
行政の立場としては難しいのが実情です。
そのため、中心市街地などで、商店街の空き店舗を使って
お店を始める場合に、改修費用の一部を支援しています。
昨年度(令和７年度)、古い看板の取替や店内のリフォームなど、魅力あふれる改修を行ったお店は２７件ありました。
また、商店街の皆さんから商店街の景観整備をしたいとの
お話があれば、しっかり話をお聞きし、
市民の皆さんに親しんでもらえる景観になるよう
一緒になって支援に取組んでいます。
　ロープウェー街や花園町通りでは、建物を統一感のある色や
デザインにしたり、電柱の地中化をしたりしました。
　これからも、訪れたい、訪れて良かったと思ってもらえる
中心市街地の景観づくりに取組みます。
	産業経済部
企業立地・産業創出課
商業振興担当
089-948-6710

開発建築部
市街地整備課
中活・市街地整備・景観担当
089-948-6466
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